
（過積載防止対策実施要綱第５条関係）
	　　　　　　　過積載防止指導報告書　　（第　　回）

	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　　　　号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日
工事請負者（住所・社名・代表者名）
　　　　　　　　　　　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　埼玉県　　　　　　　　　部（局）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　課（所）長
（公印省略）

	　　　埼玉県の発注する公共建設工事現場において、過積載運行が認められますので、
　  次のとおり指導いたします。

	
　　１　指導月日


　　２　指導内容











　　３　その他



参考様式第１号
